
入退域管理施設（出入管理施設）の運用開
始について

平成２５年５月３０日

東京電力株式会社

○当社は、福島第一原子力発電所への出入管理（※）を Ｊヴィレッジにて実施中。

（※）人員・車両の汚染検査・除染、保護装備の着脱および線量計の配布・回収
なお、上記のうち、車両外部の汚染検査・除染については、平成24年8月10日より

福島第一原子力発電所構内にて実施中

○これらの機能を福島第一原子力発電所に移転するため、発電所正門近傍に入退域管理
施設を建設中。

○同施設は本年６月竣工予定。６月３０日午前０時をもって運用を開始する予定。
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施設の概要と機能

最新の写真を挿入

位置位置

福島第一原子力発電所
正門西側

建屋規模建屋規模
延べ床面積 7,679㎡
建築面積 3,831㎡
管理棟１ 地上３階
管理棟２ 地上１階
化学分析棟 地上１階、地下１階
装備品倉庫 地上１階

主な機能

施設概要

人員スクリーニング・除染人員スクリーニング・除染
退域時に体表面の汚染を測定。汚染が確認された場合、シャワーにより除染を行う。

防護装備の着用、脱衣防護装備の着用、脱衣
タイベック、手袋、マスク、ヘルメット、作業靴等を配備。

線量計の配布・回収線量計の配布・回収
線量計を配置し、入域時に配布。退域時に線量を測定し、回収。
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■ＡＰＤ借用・返却

■汚染検査

■防護装備の着用・脱衣

■本人確認

入退域管理施設

現場作業者は、着替えて作業現
場に移動

休憩所（免震重要棟等）

作業現場

入退域管理施設運用開始以降の人員・車両の流れ（１）

一般作業服乗車車両 不織布カバーオール乗車車両

Ｊヴィレッジ

構外移動車両

構外車両

駐車場

自宅・ホテル・寮

構内構外

●運用開始以降、人員は入退域管理施設を通って発電所に入退域する。

（注）構外移動車両（入構しない車両）は構外車両駐車場にてスクリーニングを実施

（注）
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入退域管理施設運用開始以降の人員・車両の流れ（２）

●人員は構外移動車両（バス等）にてJヴィレッジ等より発電所に移動し、入退域管理施設に入る。

●本施設にて、本人確認の実施、防護装備の着用、線量計の配布を受け、発電所構内に入域。

●発電所構内の移動は構内専用車両（バス等）で行う。

●退域にあたっては、入退域管理施設にて汚染検査、防護装備の脱衣、線量計の返却を行う。

●構外から構内に入る工事車両は、退構前に、車両スクリーニング場で汚染検査を実施。
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その他（車両運用について）

許可対象車両

①通勤車両
Ｊヴィレッジや各協力企業事務所
～構外車両駐車場を運行するバス

②構内に入構できる車両
ダンプ，生コン車，ユニック車，
クレーン車等の「機材（資材）を
構内へ運搬する車両」及び「構内
で使用する重機」

③構内専用車両

構内循環バス、工事車両・重機

発行・使用・返却

・許可を求める者が当社に申請。当社は、必要性・妥当性を確認し、許可書を発行。
・許可を受けた者は、許可書を車両に貼り付け、運行。

●福島第一原子力発電所への入構・アクセス車両を制限するため、車両許可制を導入。

許可証を掲載

元請名元請名

○ ○ 建 設
企業名企業名

○ ○ 工 業
工事件名工事件名

福島第一原子力発電所 安定化作業に伴う ○ ○ ○ 工 事

車両ナンバー車両ナンバー いわき○○○ ふ○○－○○

管理Ｎｏ管理Ｎｏ ○○○

有効期限（工事期間）有効期限（工事期間） 平成２５年６月○○日 ～ 平成２６年６月○○日

発行元発行元 東京電力（株）福島第一 安定化センター 総務部 総務ＧＭ 印

元請名元請名

○ ○ 建 設
企業名企業名

○ ○ 工 業
工事件名工事件名

福島第一原子力発電所 安定化作業に伴う ○ ○ ○ 工 事

車両ナンバー車両ナンバー いわき○○○ ふ○○－○○

管理Ｎｏ管理Ｎｏ ○○○

有効期限（工事期間）有効期限（工事期間） 平成２５年６月○○日 ～ 平成２６年６月○○日

発行元発行元 東京電力（株）福島第一 安定化センター 総務部 総務ＧＭ 印
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【参考１】今回移転する機能とＪヴィレッジに残る機能

6/30 以降現状

１．車両スクリーニング・除染

２．人員スクリーニング・除染

３．装備管理

４．線量計貸し出し管理

５．作業員用医療室

６．汚染物保管

７．事務所・厚生施設

８．作業員用駐車場

９．資材倉庫・資材ヤード

１０．ＷＢＣセンター

１１．新広野単身寮

１２．放射線業務従事者登録

１３．放射線防護教育

Ｊヴィレッジ

１Ｆ

１．車両スクリーニング・除染

２．人員スクリーニング・除染

３．装備管理

４．線量計貸し出し管理

７．事務所・厚生施設

８．作業員用駐車場

９．資材倉庫・資材ヤード

１０．ＷＢＣセンター

５．作業員用医療室

６．汚染物保管

１１．新広野単身寮

１２．放射線業務従事者登録

１３．放射線防護教育

１Ｆ

Ｊヴィレッジ

●入退域管理施設の運用開始に伴い、Ｊヴィレッジの出入管理機能が福島第一原子力発電所に移転。
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【参考２】出入管理施設への医療機能統合

Ｊヴィレッジ

ＪＶ診療所の廃止

ＪＶ診療所は６月末で楢葉町に返還
※返還準備の為、診療は６月２６日(水)
ＡＭ８時で終了
（6/30迄は必要に応じて、周辺医療機関等
をご紹介）

福島第一

６月３０日から入退域管理施設内に
新たな救急医療室を開設
→作業員が必ず通過する同施設内

に医師が２４時間常駐し、利便性
が大幅に向上

○機能
・傷病者の救急措置
・作業員の一般診療 等

Ｊヴィレッジ診療所

入退域管理施設竣工に併せ機能移転

○機能
・傷病者の救急措置
・作業員の一般診療 等

入退域管理施設内
１Ｆ救急医療室（仮称）

5/6号救急医療室

ＪＶ診療所の役割変化の背景

・現状では１Ｆ重傷者の搬送拠点の役割
はなくなっている。（ＪＶは経由しない）
→救急隊とは富岡消防署でドッキング

・ＪＶ診療所の受診者はほぼ軽傷者
→周辺の医療機関で対応可能

・万一、ＪＶ・その周辺で重傷者発生時で

も救急隊が５分程度で到着し対応可能

移
転


